
運動部活動指導員とは 

 

平成２９年４月，学校教育施行規則の一部が改正され，新たに規定された学校職員です。部

活動指導員は，校長の監督を受け，部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務と

します。 

なお，公立学校の部活動指導員は，地方公務員法に規定された会計年度任用職員として，

県や市町村教育委員会が任用（雇用）する公務員になります。 

 

 

【職務内容】 

部活動指導員は，顧問教諭等に代わって単独で指導，引率することが可能です。 

  実技指導， 

  安全・障害予防に関する知識・技能の指導， 

  学校外での活動(大会・練習試合等)の引率， 

  用具・施設の点検・管理， 

  部活動の管理運営(会計管理等)，保護者等への連絡， 

  年間・月間指導計画の作成， 

  生徒指導に係る対応， 

  事故が発生した場合の現場対応等 

 

〇学校教育法施行規則第七十八条の二 

 部活動指導員は，中学校におけるスポーツ，文化，科学等に関する教育活動（中学校の教育

課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する。 

 

※義務教育学校の後期課程，高等学校，中等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び 

高等部については準用規定あり。 

 

  


